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衆
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院
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宗
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提
出
政
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開
発
援
助
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Ｏ
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に
対
す
る
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務
省
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認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
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弁

書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
記
事
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
の
う
ち
、
債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
に
係
る
マ
ラ
ウ
イ
共
和
国
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
連
邦
及
び
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
か
ら
の
使
途
報
告
書
の
提
出
状
況
及
び
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
事

実
に
即
し
て
報
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
時
期
に
外
務
省
経
済
協
力
局
長
を
務
め
て
い
た
者
は
、
西
田
恒
夫
及
び
古
田
肇
で
あ
る
。
西
田
恒
夫
は
、
カ
ナ

ダ
国
駐
箚
兼
国
際
民
間
航
空
機
関
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大
使
で
あ
り
、
古
田
肇
は
、
岐
阜
県
知
事
を
務
め
て
い

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
課
は
、
外
務
省
経
済
協
力
局
無
償
資
金
協
力
課
で
あ
り
、
御
指
摘
の
時
期
に
課
長
を
務
め
て
い
た
者
は
、
小
原

一



雅
博
在
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
日
本
国
総
領
事
館
領
事
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
の
趣
旨
は
、
深
刻
な
債
務
問
題
を
抱
え
る
開
発
途
上
国
の
債
務
を
救
済
す
る
こ
と
に
あ
り
、
平

成
十
四
年
度
の
債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
も
こ
の
趣
旨
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
平
成
十
四
年
度
に
債
務
救
済
無

償
資
金
協
力
に
よ
り
資
金
を
供
与
し
た
国
々
に
つ
き
、
多
く
の
国
々
が
い
ま
だ
使
途
報
告
書
を
提
出
し
て
お
ら
ず
、
外
務
省

と
し
て
は
こ
の
こ
と
を
遺
憾
と
考
え
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
ら
の
国
々
に
対
し
て
、
使
途
報
告
書

の
提
出
を
求
め
て
い
る
が
、
今
後
一
層
提
出
を
働
き
か
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二


